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報道関係者 各位 

 

１２月は「職場のハラスメント撲滅月間」です 
  

千葉労働局（局長 小山英夫）には、パワーハラスメントをはじめとした各種ハラ

スメントに関する相談が多く寄せられています。 

 また、労働者が顧客や取引先、施設利用者等からカスタマーハラスメント（カスハ

ラ）を受けたり、求職者や学生が面接担当者等にセクシュアルハラスメント(就活セ

クハラ)を受けたりすることが社会的に問題となっていることから、カスハラや、就

活セクハラを防止するために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務に

なります。 

千葉労働局では例年同様、12 月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラス

メントのない職場づくりを推進するため、以下のとおり集中的な広報・啓発活動を実

施します。 

 

＜実施事項＞ 

１．県内でカスタマーハラスメント等対策説明会を実施【Ｐ２、資料１】 
 令和８年２月に千葉労働局主催で法改正の概要等についての説明会を実施します。 
 
２．千葉労働局公式ホームページ、X、各種広報誌掲載による広報を実施 
 法改正内容や各種資料、研修用動画案内などの情報発信を行います。 
 
３．「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」への参加勧奨【Ｐ３、資料２】 
12月 10日（水）にオンライン開催される標記シンポジウムへの参加を呼びかけます。 

 
４ 労働者や事業主等からの相談への対応 
 千葉労働局及び各総合労働相談コーナーにおいて、職場における各種ハラスメント相 
談に対応しており、令和７年度上半期に最も相談の多かったハラスメントはパワーハラ 
スメントで、1,389件となっています。【Ｐ５、資料３】 
 また、相談後、労使間で自主的な解決が困難な場合には、労働局による紛争解決援助 
制度又は調停により、解決に向けた支援をしています。【Ｐ６、資料４】 
 

【添付資料】  
資料１ 千葉労働局主催法改正説明会案内リーフレット 
資料２ 職場におけるハラスメント対策シンポジウム案内リーフレット 

資料３ 千葉労働局管内のハラスメントに係る相談の状況 
資料４ 千葉労働局における紛争解決援助事例 
 
 

千 葉 労 働 局 発 表  

令和７年 11 月 28 日  

【照会先】 

千葉労働局雇用環境・均等室 

室    長 田名網 洋子 

室長補佐 江畑 泉 

雇用環境改善・均等推進指導官 南 聡一郎 

（直通電話） ０４３（２２１）２３０７ 
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千葉労働局 

 



- 2 - 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１ 
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資料２ 
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千葉労働局管内のハラスメントに係る相談の状況 

 

（１）相談件数の推移  
                                          

（件） 

ハラスメントの種類 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 

パワーハラスメント 2,151 2,337 2,265 1,389 

セクシュアルハラスメント 204 172 253 106 

妊娠・出産等ハラスメント 127 161 187 82 

育児休業等ハラスメント 152 139 155 93 

介護休業等ハラスメント 19 6 12 15 

合 計 2,653 2,815 2,872 1,685 

※令和７年度は９月末までの件数 

 

(２)パワーハラスメントに関する相談事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事案の概要 先輩社員から、理由もなく「アホ、馬鹿、さっさと辞めろ。」、「仕事の

邪魔だ。」などの暴言を日常的に言われたり、建設現場にある鉄パイプで

脇腹を叩かれたりした。 

また、社員全員参加の忘年会の帰りに、先輩社員から「こいつ俺のこ

となめている。目つきが気に食わない。」と言われ、頭や腹を殴られた。 

翌日、出勤した際に挨拶しても事務所全員に無視をされて、クスクス

笑われた。 

暴力を受けたことについては警察に相談することも検討しているが、

まずは労働局に相談して、自分でできることはないか確認したい。 

労働局対応  労推法では、事業主が講ずべき措置として、相談に応じ、適切に対応

するために必要な体制の整備を行い、職場におけるパワーハラスメント

事案への迅速かつ適切な対応が義務付けられていることを説明した。自

主的解決が難しい場合は労働局の紛争解決援助制度が利用できることも

説明した。 

相談者は、社内に相談窓口が書かれたポスターがあることから、まず

は社内に設置している相談窓口に相談し、解決が図られなければ再度労

働局に相談する意向を示した。 

後日、相談者から、相談窓口に相談した結果、事業主自らが直接対応

してくれることとなり、先輩社員から謝罪があり、別のチームで働くこ

とになったと連絡があった。 

資料３ 
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千葉労働局における紛争解決援助事例 

 

労働局長による育児・介護ハラスメント「紛争解決援助」の事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調停会議によるセクシュアルハラスメントの「調停」の事例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被申立人に対して、育児・介護休業等に関するハラスメント及び防止

措置について説明し、事実関係を迅速かつ適切に把握し、事実確認がで

きた場合は措置を適切に行うように助言した。 

後日、事実確認を行った結果、製造課長の発言についてはハラスメン

トに該当すると判断し、就業規則に基づき処分したとの回答を得るとと

もに、申出どおりの育児休業が認められることとなった。 

友人の紹介で入社してすぐ、社長から身体を触られるなどのセクハラ

を受けた。また、社長と二人のときに、「俺の愛人になれ。嫌なら辞め

てもいいぞ。」など言われ、胸や尻を触られるなどのセクハラを受けた。   

経済的な事情から我慢して働いていたが、社長のセクハラはだんだん

とエスカレートしていき、その結果、出勤前に動悸がしたり、不眠の症

状が出てきたことから、心療内科を受診したところ、休職することとな

った。 

復職できる見込みもなく、退職せざるを得ない状況のため、精神的・

経済的損害に対する解決金として 50万円の支払いを求めたい。 

 

事案の概要 外国人労働者。配偶者が妊娠したことを製造課長に報告し、育児休業

を取得して一時帰国したいと伝えたところ、「以前、別の外国人が育休

を取り非常に迷惑した。うちは中小企業だから育休を取らせる余裕はな

い。どうせ帰ってこないのならば辞めてくれないか。」と言われ、翌日、

退職に係る書類が手渡された。 

申立人は、製造課長の発言に納得がいかないことから、相談窓口担当

者である総務部長に相談したが、何ら対応がなかったことから、労働局

長による紛争解決援助を申し立てた。 

援助の結果 

事案の概要 

被申請人は、発言等についてセクハラの意図はなく、申請人の生活費

援助を目的とした発言であった旨述べたが、本件については早期に解決

したいため、20万円を限度に支払うと示した。 

 調停委員が被申請人に対し、セクシュアルハラスメントにかかる認識

の甘さと、法に定めるセクシュアルハラスメント防止措置を講じていな

かったことを指摘し、両当事者に歩み寄りを求めた結果、解決金 30 万

円を支払うことで合意が成立した。 

 

 

調停の結果 

資料４ 


